
信濃川水系の洪水浸水想定区域等の公表について

近年全国各地で頻発している激甚な浸水被害への対応を図るため、昨年５月に改

正された水防法に基づき、本日、北陸地方整備局では、阿賀野川水系、関川水系、

そして、信濃川河川事務所管内を含む信濃川水系、合計３水系において想定最大

規模降雨を対象とした浸水想定区域図等を公表しました。

浸水想定区域とは、国土交通省や県が指定した河川において、当該河川が氾濫

した場合の浸水が想定される区域であり、洪水時の円滑かつ迅速な避難のため市

町村が作成する洪水ハザードマップの基本情報となります。

１ 今回公表された浸水想定区域図の記載事項

①想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に想定される浸水深・浸水継続時間

② 〃 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

③ 〃 〃 （河岸侵食）

④河川整備基本方針に基づく降雨により当該河川が氾濫した場合に想定される浸水深

⑤その他参考となる資料（本川・支川の浸水深を重ねた図面等）

２ 想定最大規模降雨とは？

激化する水災害に対処するため、施設では守り切れない事態を想定した降雨について、「想定最大外力

（洪水、内水）の設定に係る技術検討会」（座長：東京大学大学院工学系研究科小池俊雄教授）により技

術的な検討が進められました。

想定最大規模降雨については、本検討会により日本を降雨の特性が似ている15の地域に分け、それぞ

れの地域において観測された最大の降雨、または、年超過確率1,000分の１のいずれか大きい降雨を設定

することとされています（別紙１参照）。なお、想定最大規模降雨による洪水を含む、洪水に対する防災・減

災の考え方については、別紙2をご覧下さい。

３ 公表等の方法

今回作成した浸水想定区域図は、水防法第14条第2項に基づき、官報により公表され、北陸地方整備局

及び当該河川を管理する事務所において閲覧が可能です。また、インターネットでも別紙1のアドレスから

閲覧が可能です。
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降雨の特性が似ている１５の地域           地域ごとに観測された最大の降雨 

北陸地方整備局

水系名 HPアドレス

阿賀野川水系

信濃川水系

関川水系

事務所

水系名 HPアドレス

阿賀野川河川事務所　調査課 新潟県新潟市秋葉区南町14番28号 http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/index.html

阿賀川河川事務所　工務課 福島県会津若松市表町2-70 http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/agagawa/

信濃川下流河川事務所　調査設計課 新潟県新潟市中央区文京町14-13 http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/index.html

信濃川河川事務所　調査課 新潟県長岡市信濃1丁目5番30号 http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/hanran/index.html

千曲川河川事務所　防災情報課 長野県長野市鶴賀字峰村74 http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/

関川水系 高田河川国道事務所　調査課  新潟県上越市南新町3番56号 http://www.hrr.mlit.go.jp/takada/index.html

阿賀野川水系

信濃川水系

http://www.hrr.mlit.go.jp/

閲覧場所

北陸地方整備局　河川部 新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1

閲覧場所



想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域の見直しについて（平成28年5月）

発生確率が高い

発生確率が低い

発生確率

・最大クラスの大雨等に対して施設で守り切る
のは、財政的にも、社会環境・自然環境の面か
らでも現実的ではない。

・ 「比較的発生頻度の高い降雨等」を超える降

雨等に対しては、ある程度の被害が発生しても、
「少なくとも命を守り、社会経済に対して壊滅的
な被害が発生しない」ことを目標とし、危機感を
共有して社会全体で対応することが必要。

防災・減災の考え方※

・「比較的発生頻度の高い降雨等」に対しては、
施設によって防御することを基本とする。

想定最大規模降雨による洪水
（発生確率は1/1000以下）

※「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」（国土交通省、平成27年1月）より抜粋

1/1000

1/100

1/10

○今回の洪水浸水想定区域の見直しは、平成27年に水防法が改正されたことを受け、従来公表してきた洪水浸水想定
区域について、想定最大規模の降雨によるものへ拡充するものです。

○こうした河川管理施設の計画規模を上回るような洪水に対しては、従来行ってきたハード対策と併せ、避難等のソフト
対策の実施が更に重要となります。少なくとも命を守り、社会経済に対して壊滅的な被害が発生させない「減災」の観
点で社会全体として取り組んでいくことが重要です。

○なお、信濃川河川事務所では、昨年の関東・東北豪雨の状況等も踏まえ、「信濃川中流及び魚野川大規模氾濫に関
する減災対策協議会」を設置し、流域の関係機関と減災のための目標を共有した上で、対策に取り組んでいきます。
詳しくは下記URLよりご確認下さい。
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/shinanogawa_info/gensai/index.html

比較的発生頻度の高い
降雨等による洪水

（従来進めてきたハード対策の対象）

河川整備では、水系全体として
段階的かつ着実に治水安全度
の向上を図る
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